
(57)【要約】

【課題】不特定の画像を処理する画像処理装置に用いら

れる撮像装置におけるレンズの汚れを正確に判定し、必

要な箇所を迅速且つ効率良く保守できるようにする方法

と装置を提供する。

【解決手段】撮像装置をズームアウト制御し、該撮像装

置からの入力画像を2値化して黒領域と白領域に変換し

、該黒領域が汚れ領域画素数以上で規定枚数以上、該入

力画像内の同一領域に存在する場合、該撮像装置のレン

ズの汚れ有りと判定する。

【選択図】　図６
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 撮 像 装 置 を ズ ー ム ア ウ ト 制 御 す る 第 1の ス テ ッ プ と 、
　 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白 領 域 に 変 換 す る 第 2の ス テ ッ プ と 、
　 該 黒 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 内 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場
合 、 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る 第 3の ス テ ッ プ と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ に お い て 、
　 該 第 1の ス テ ッ プ で 、 ズ ー ム ア ウ ト 制 御 の 代 わ り に パ ン 又 は チ ル ト 制 御 を 行 う こ と を 特
徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 夜 間 用 LED照 明 を 撮 像 装 置 の レ ン ズ に 直 接 当 て る ス テ ッ プ と 、
　 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白 領 域 に 変 換 す る ス テ ッ プ と 、
　 該 白 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合
、 レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 撮 像 装 置 と 、
　 該 撮 像 装 置 を ズ ー ム ア ウ ト 制 御 し 、 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白
領 域 に 変 換 す る と 共 に 、 該 黒 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 内 の
同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合 、 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る 画 像 処 理 装 置 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 撮 像 装 置 と 、
　 夜 間 用 LED照 明 と 、
　 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ に 直 接 当 て 、 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白 領
域 に 変 換 す る と 共 に 、 該 白 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 内 の 同
一 領 域 に 存 在 す る 場 合 、 レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る 画 像 処 理 装 置 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 及 び 装 置 に 関 し 、 特 に 撮 像 装 置 に 用 い ら れ る カ メ ラ の
レ ン ズ の 汚 れ 判 定 を 行 う 方 法 及 び 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 車 両 等 の 移 動 体 か ら 特 定 文 字 や パ タ ー ン を 検 出 ・ 認 識 す る た め の 画 像 処 理 装 置 等 に お い
て は 撮 像 装 置 が 用 い ら れ 、 こ の 撮 像 装 置 に お け る カ メ ラ の レ ン ズ 又 は そ の 前 面 パ ネ ル の 汚
れ （ 以 下 、 レ ン ズ と 総 称 す る 。 ） 等 に よ っ て 画 像 処 理 能 力 の 低 下 を 招 く 場 合 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の よ う な 撮 像 装 置 に お け る レ ン ズ の 汚 れ を 判 定 す る 方 法 及 び 装 置 の 従 来 技 術 と し て は
次 の よ う な も の が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 (1)塗 膜 欠 陥 検 出 に お い て 、 CCDカ メ ラ か ら 前 回 取 り 込 ま れ た 画 像 と 今 回 取 り 込 ま れ た 画
像 と を 比 較 し 、 両 画 像 の 同 一 位 置 に 欠 陥 が あ る 場 合 に 、 こ れ を レ ン ズ の 汚 れ と 判 定 す る も
の （ 例 え ば 、 特 許 文 献 1参 照 。 ） 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 (2)車 両 検 出 時 に お い て 、 予 め 汚 れ 等 問 題 の 無 い レ ン ズ で 取 り 込 ん だ 画 像 を 保 存 し て お
き 、 運 用 時 に 取 り 込 ん だ 画 像 と の 輝 度 差 を 同 一 領 域 に つ い て 比 較 し 、 大 き な 輝 度 差 が 在 る
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時 に レ ン ズ の 汚 れ と 判 定 す る も の （ 例 え ば 、 特 許 文 献 2参 照 。 ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ６ － １ ４ ８ ０ ８ ３ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 ２ ０ ０ １ － ５ ２ １ ８ ５ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 し か し な が ら 、 こ の よ う な 従 来 技 術 に お い て は 、 野 外 等 、 環 境 が 変 化 す る た め に 不 特 定
又 は 不 安 定 と な る 画 像 を 用 い て レ ン ズ の 汚 れ 判 定 を 行 う 場 合 に は 、 背 景 に 物 が 存 在 す る の
か レ ン ズ の 汚 れ な の か を 正 確 に 判 定 す る こ と が 困 難 で あ る た め 、 人 間 が 定 期 的 に 点 検 保 守
を 行 う 必 要 が あ り 、 こ れ に 伴 っ て 多 大 な 点 検 保 守 工 数 を 必 要 と し て い た 。 ま た 、 全 シ ス テ
ム の 定 期 点 検 の 間 隔 に よ っ て は 、 性 能 が 低 下 し た ま ま シ ス テ ム が 稼 動 し て い る よ う な 状 態
に な る 場 合 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 従 っ て 、 本 発 明 は 、 不 特 定 の 画 像 を 処 理 す る 画 像 処 理 装 置 に 用 い ら れ る 撮 像 装 置 に お け
る レ ン ズ の 汚 れ を 正 確 に 判 定 し 、 必 要 な 箇 所 を 迅 速 且 つ 効 率 良 く 保 守 で き る よ う に す る こ
と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 に 係 る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 は 、 撮 像 装 置 を ズ ー ム
ア ウ ト 制 御 す る 第 1の ス テ ッ プ と 、 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白 領 域
に 変 換 す る 第 2の ス テ ッ プ と 、 該 黒 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画
像 内 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合 、 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る 第 3の ス テ ッ
プ と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 す な わ ち 本 発 明 で は 撮 像 装 置 を ズ ー ム ア ウ ト す る 過 程 で 撮 像 し た 画 像 （ 以 下 、 ズ ー ム ア
ウ ト 画 像 と 称 す る こ と が あ る 。 ） を 複 数 枚 用 い て 撮 像 装 置 に お け る カ メ ラ の レ ン ズ （ 又 は
そ の 前 面 パ ネ ル ） の 汚 れ 判 定 を 行 お う と す る も の で あ る 。 こ の 概 念 を 図 1及 び 図 2を 用 い て
以 下 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 今 、 図 1(1)に 示 す よ う に 撮 像 装 置 1が 前 方 の 物 体 5及 び 6を 撮 映 す る 時 、 撮 像 装 置 1の レ ン
ズ に 汚 れ が 付 着 し て い な い 正 常 な 状 態 に お け る 画 像 が 、 同 図 (2)及 び (3)に 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 特 に 同 図 (2)は 、 撮 像 装 置 1が 物 体 5及 び 6に 対 し て ズ ー ム イ ン し た 時 の 画 像 を 示 し て お り
、 従 っ て 物 体 5及 び 6が 拡 大 し て 近 く に 見 え て い る が 、 同 図 (3)に 示 す ズ ー ム ア ウ ト 画 像 で
は 、 物 体 5及 び 6が 縮 小 さ れ て 遠 く に 見 え る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ の 場 合 、 同 図 (3)に 示 す ズ ー ム ア ウ ト 画 像 で は 、 撮 像 装 置 1の レ ン ズ の 画 角 を 広 げ る （
ズ ー ム ア ウ ト す る ） た め 被 写 界 深 度 が 深 く （ 焦 点 が 合 う 距 離 が 長 く ） な り 、 レ ン ズ 付 近 の
汚 れ に 焦 点 が 合 う よ う に な る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 す な わ ち 、 図 2(1)に 示 す よ う に 、 撮 像 装 置 1が 物 体 6を 撮 影 す る 場 合 、 同 図 (2)に 示 す よ
う に ズ ー ム イ ン す る 場 合 に は 、 レ ン ズ 付 近 の 汚 れ 7の よ う に 撮 像 面 に 近 い も の は 焦 点 が 合
わ な く ぼ や け た 画 像 （ 図 面 で は 灰 領 域 と し て 示 す 。 ） に な る が 、 同 図 (3)に 示 す よ う に ズ
ー ム ア ウ ト す る と 、 レ ン ズ 付 近 の 汚 れ 7に 焦 点 が 合 う こ と に な り 、 こ の 汚 れ 7が は っ き り 見
え る 画 像 （ 図 面 で は 黒 領 域 と し て 示 す 。 ） と な る 。 そ し て 、 こ の ズ ー ム ア ウ ト 中 の 画 像 で
は 、 複 数 枚 に お い て 同 一 位 置 で 且 つ 汚 れ 領 域 分 の 画 素 数 の 画 像 が 得 ら れ る こ と に な る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 そ こ で 本 発 明 に 係 る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 で は 、 上 記 の と お り 第 1の ス テ ッ プ で 撮 像 装
置 を ズ ー ム ア ウ ト 制 御 し 、 第 2の ス テ ッ プ で 該 撮 像 装 置 か ら 入 力 し た ズ ー ム ア ウ ト 画 像 を 2
値 化 し て 黒 領 域 と 白 領 域 に 変 換 し 、 さ ら に 第 3の ス テ ッ プ で 、 上 記 の 黒 領 域 が 汚 れ 領 域 画
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素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 入 力 画 像 内 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合 に は 、 撮 像 装 置 の レ ン ズ
に 汚 れ が 有 る と 判 定 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 上 記 の 第 1の ス テ ッ プ で は 、 ズ ー ム ア ウ ト 制 御 の 代 わ り に パ ン 制 御 （ 又 は チ ル ト 制 御 ）
を 行 っ て も よ い 。 こ れ を 図 3及 び 図 4を 参 照 し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 図 3(1)に 示 す 状 態 で 、 撮 像 装 置 1が 物 体 5及 び 6を 撮 像 す る と き 、 レ ン ズ に 汚 れ が 付 着 し
て い な け れ ば 、 同 図 (2)に 示 す よ う に パ ン す る 前 は 物 体 5及 び 6は 右 半 分 に 位 置 し て い る が
、 同 図 (3)に 示 す よ う に パ ン し た 後 に は 画 面 の 左 半 分 に 移 動 し た 画 像 と な る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 こ れ に 対 し 、 図 4(1)に 示 す よ う に 撮 像 装 置 1が 物 体 6を 撮 像 す る と き に 、 レ ン ズ に 汚 れ 7
が 付 着 し て い る 場 合 に は 、 同 図 (2)に 示 す パ ン 前 の 画 像 に お い て 示 さ れ て い る 汚 れ 7の 黒 領
域 は 、 同 図 (3)に 示 す パ ン 後 の 画 像 に お い て も 物 体 6が 左 に 移 動 し て い る に も 関 わ ら ず 、 同
じ 位 置 に 留 っ て い る こ と が 分 か る の で 、 こ の 黒 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上
、 入 力 画 像 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合 に は レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る こ と が で き る こ と
に な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 な お 、 上 記 の 第 3ス テ ッ プ で レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 し た と き に は 、 第 4ス テ ッ プ で 該 レ
ン ズ の 汚 れ を 除 去 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 さ ら に 上 記 の 第 3の ス テ ッ プ で の 判 定 結 果 を 、 第 5の ス テ ッ プ で 、 例 え ば ネ ッ ト ワ ー ク 回
線 4を 経 由 し て 画 像 処 理 装 置 2は セ ン タ 装 置 3へ 通 知 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 さ ら に 、 上 記 の 第 1の ス テ ッ プ か ら 第 4の ス テ ッ プ を 所 定 回 数 繰 り 返 し て も 依 然 と し て 上
記 第 3の ス テ ッ プ で レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 し た と き に は 、 第 6の ス テ ッ プ に お い て レ ン ズ
異 常 と 判 定 し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 一 方 、 夜 間 に レ ン ズ の 汚 れ 判 定 を 行 う 場 合 は 、 夜 間 用 LED（ 発 光 ダ イ オ ー ド ） 照 明 を レ
ン ズ に 直 接 当 て る よ う に す る と 、 近 く の も の に 強 い 光 が 当 た る こ と に よ り 黒 い 物 体 で も 白
く 光 る の で 、 上 記 の 場 合 に 黒 領 域 と 判 定 さ れ た レ ン ズ の 汚 れ は 白 領 域 と な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 こ の 性 質 を 用 い る こ と に よ り 、 本 発 明 に よ る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 で は 、 夜 間 用 LED照
明 を 撮 像 装 置 の レ ン ズ に 直 接 当 て た 後 、 上 記 と 同 様 に 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し
て 黒 領 域 と 白 領 域 に 変 換 し 、 上 記 の 白 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 上 記 の
入 力 画 像 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合 、 レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 上 記 の レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 を 実 現 す る 装 置 と し て は 、 撮 像 装 置 と 、 該 撮 像 装 置 を ズ ー
ム ア ウ ト 制 御 し 、 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を ２ 値 化 し て 黒 領 域 と 白 領 域 に 変 換 す る と 共
に 、 該 黒 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 内 の 同 一 領 域 に 存 在 す る
場 合 、 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る 画 像 処 理 装 置 と 、 で 構 成 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ の 画 像 処 理 装 置 に お い て も 、 ズ ー ム ア ウ ト 制 御 の 代 わ り に パ ン 又 は チ ル ト 制 御 を 行 う
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 上 記 の 画 像 処 理 装 置 が レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 し た と き 、 該 レ ン ズ の 汚 れ を 除 去
す る 手 段 を さ ら に 設 け て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 上 記 の 画 像 処 理 装 置 が 、 判 定 結 果 を セ ン タ 装 置 に 通 知 す る 手 段 を さ ら に 設 け て も
よ い 。
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【 ０ ０ ２ ７ 】
　 さ ら に 、 上 記 の 画 像 処 理 装 置 が 所 定 回 数 処 理 を 繰 り 返 し て も 依 然 と し て レ ン ズ の 汚 れ 有
り と 判 定 し た と き 、 レ ン ズ 異 常 と 判 定 す る 手 段 を さ ら に 設 け て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 さ ら に 本 発 明 で は 、 撮 像 装 置 と 夜 間 用 LED照 明 と 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ に 直 接 当 て 、 該 撮
像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白 領 域 に 変 換 す る と 共 に 、 該 白 領 域 が 汚 れ 領
域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合 、 レ ン ズ の 汚 れ 有 り
と 判 定 す る 画 像 処 理 装 置 と 、 を 備 え た レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 を 提 供 す る こ と も で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 発 明 に お い て レ ン ズ の 汚 れ を 判 定 す る 場 合 、 次 の 効 果 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ・ 環 境 の 変 化 が 大 き い 屋 外 の 画 像 等 の 不 特 定 な 画 像 を 処 理 す る 場 合 で も 正 確 な 汚 れ 判 定
　 　 が で き る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ・ レ ン ズ 汚 れ 判 定 時 に ワ イ パ ー を 自 動 で 作 動 さ せ る こ と で 、 レ ン ズ に 付 着 し た 汚 れ を 自
　 　 動 除 去 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ・ レ ン ズ 異 常 を セ ン タ 装 置 を 介 し て ユ ー ザ に 自 動 通 知 す る こ と で 、 シ ス テ ム 性 能 が 低 下
　 　 し た ま ま 放 置 さ れ る こ と な く 早 急 に 対 処 で き る の で 、 シ ス テ ム を 高 品 質 に 稼 動 維 持 で
き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ・ 自 動 で レ ン ズ の 汚 れ や 異 常 を 検 出 す る こ と で 人 間 が 定 期 的 に 行 っ て い た 保 守 点 検 の 必
　 　 要 が な く な り 、 効 率 的 な 保 守 を 行 う こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 図 5は 、 本 発 明 に 係 る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 を 実 現 す る 装 置 の 一 実 施 例 を 示 し た も の で
あ る 。 こ の 実 施 例 に お い て 、 撮 像 装 置 1は 、 図 1(1)～ 図 4(1)に も 示 し た よ う に 、 画 像 処 理
装 置 2に 接 続 さ れ て お り 、 こ の 画 像 処 理 装 置 2は ネ ッ ト ワ ー ク 回 線 4を 経 由 し て セ ン タ 装 置 3
と 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 撮 像 装 置 1は 、 カ メ ラ 11と 、 こ の カ メ ラ 11の レ ン ズ （ 図 示 せ ず ） の 汚 れ を 除 去 す る た め
の ワ イ パ ー 12と 、 こ の カ メ ラ 11の 夜 間 照 明 用 の LED13と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ま た 、 画 像 処 理 装 置 2は 、 撮 像 装 置 1か ら の 画 像 信 号 T1を 取 り 込 む 画 像 取 込 部 21と 、 こ の
画 像 取 込 部 21で 取 り 込 ん だ 複 数 枚 の 画 像 を 輝 度 閾 値 以 下 の 領 域 （ 以 下 、 黒 領 域 と 称 す る 。
） と 、 輝 度 閾 値 以 上 の 領 域 （ 以 下 、 白 領 域 と 称 す る 。 ） に 分 割 す る 領 域 分 割 部 22と 、 こ の
領 域 分 割 部 22で 分 割 し た 画 像 を 保 存 す る 演 算 画 像 格 納 部 23と 、 こ の 演 算 画 像 格 納 部 23に 保
存 さ れ た 画 像 に 基 づ い て レ ン ズ の 汚 れ 判 定 を 行 う 汚 れ 判 定 部 24と 画 像 取 込 部 21で 取 り 込 ん
だ 画 像 と 汚 れ 判 定 部 24に よ る 判 定 結 果 に 基 づ い て 制 御 信 号 T2を 発 生 し 、 撮 像 装 置 1を 制 御
す る 撮 像 装 置 制 御 部 25と で 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ま た 、 セ ン タ 装 置 3は 、 ネ ッ ト ワ ー ク 回 線 4を 経 由 し て 汚 れ 判 定 部 24か ら 送 ら れ て 来 る 判
定 結 果 通 知 T3を 取 り 込 む 通 知 取 込 部 31と 、 こ の 通 知 取 込 部 31で 取 り 込 ん だ 通 知 を 表 示 す る
通 知 表 示 部 32と で 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 図 6は 、 図 5に 示 し た 本 発 明 に 係 る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 の 動 作 を フ ロ ー チ ャ ー ト で 示 し
た も の で あ る 。 以 下 、 図 5の 実 施 例 の 動 作 を 図 6の フ ロ ー チ ャ ー ト に 沿 っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ま ず 、 画 像 処 理 装 置 2の 撮 像 装 置 制 御 部 25は 、 撮 像 装 置 1の カ メ ラ 11に 対 し て 、 制 御 を 開
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始 す る （ 図 6の ス テ ッ プ S1） 。 こ の 場 合 、 図 2(3)に 示 し た よ う に ズ ー ム ア ウ ト 制 御 を 行 っ
て も 良 い し 、 或 い は 、 図 4(3)に 示 し た よ う に パ ン 制 御 （ 又 は チ ル ト 制 御 ） を 行 っ て も よ い
。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 こ の 後 、 画 像 処 理 装 置 2は 、 画 像 取 込 部 21に お い て カ メ ラ 11か ら の ズ ー ム ア ウ ト 画 像 信
号 T1を 取 り 込 む （ 同 ス テ ッ プ S2） 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 そ し て 、 領 域 分 割 部 22に お い て 画 像 信 号 T1の 2値 化 変 換 を 行 っ て 黒 領 域 と 白 領 域 に 分 割
す る （ 同 ス テ ッ プ S3） 。 こ れ は 図 7に 示 す よ う に 、 同 図 (1)の 実 際 の ズ ー ム ア ウ ト 画 像 に お
い て 黒 く 塗 り つ ぶ し た 部 分 の 輝 度 を 閾 値 に 基 づ い て 2値 化 変 換 を 行 う と 、 黒 領 域 を “ 1” 、
そ れ 以 外 を “ 0” と し た 2値 化 変 換 画 像 （ 黒 /白 領 域 分 割 画 像 ） が 同 図 (2)に 示 す よ う に 得 ら
れ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ の よ う に し て 得 ら れ た 図 7(2)の 変 換 画 像 を 演 算 画 像 格 納 部 23に 格 納 す る （ 同 ス テ ッ プ
S4） 。 そ し て 、 こ の ズ ー ム ア ウ ト 画 像 の 格 納 を 所 定 の 回 数 分 （ 例 え ば サ ン プ リ ン グ 回 数 分
） だ け 実 行 す る (同 ス テ ッ プ S5)。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 こ の よ う に し て 、 演 算 画 像 格 納 部 23に 所 定 の 保 存 回 数 分 2値 化 変 換 画 像 を 格 納 し た 後 、
撮 像 装 置 制 御 部 25は カ メ ラ 11に 対 す る 制 御 を 停 止 し (同 ス テ ッ プ S6)、 カ メ ラ 制 御 前 の 状 態
に 戻 す (同 ス テ ッ プ S7)。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 す な わ ち 、 上 記 の ス テ ッ プ S1に お い て ズ ー ム ア ウ ト 又 は パ ン /チ ル ト 制 御 を 行 っ て い る
の で 、 カ メ ラ 制 御 開 始 前 の 通 常 の 状 態 に 戻 す 必 要 が あ る た め で あ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 こ の 後 、 汚 れ 領 域 が 存 在 す る か 否 か を 判 定 す る （ 同 ス テ ッ プ S8） 。 ま ず 、 下 記 の よ う に
数 値 を 設 定 す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ・ 画 像 保 存 回 数 ： 5回
　 ・ 汚 れ 有 り 判 定 枚 数 ： 4枚
　 ・ ワ イ パ ー 動 作 回 数 ： 5回
　 ・ レ ン ズ 異 常 判 定 回 数 ： 3回
　 ・ 汚 れ 領 域 判 定 画 素 数 ： 3領 域
　 図 8は 、 演 算 画 像 格 納 部 23に 格 納 さ れ る 図 7(2)の 2値 化 変 換 画 像 を 上 記 の 如 く 5枚 分 と っ
て 且 つ 部 分 的 に 示 し た も の で あ る 。 こ の よ う に 、 5枚 保 存 し た 変 換 画 像 の 内 、 撮 像 装 置 の
レ ン ズ に 汚 れ が 付 着 し て い る た め 、 輝 度 値 が 閾 値 よ り 低 い 黒 領 域 (“ 1” の 領 域 )が 、 例 え
ば 図 8に 太 線 内 で 示 す 同 一 領 域 に 一 定 枚 数 （ 上 記 の 汚 れ 有 り 判 定 枚 数 「 4」 ） 以 上 存 在 し 、
且 つ 黒 領 域 の 大 き さ が 一 定 値 （ 上 記 の 汚 れ 領 域 判 定 画 素 数 「 3」 ） 以 上 の 場 合 は 汚 れ 有 り
と 汚 れ 判 定 部 24が 判 定 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 そ し て こ の よ う に 、 汚 れ 有 り と 判 定 さ れ た 場 合 に お い て 、 こ の 「 汚 れ 有 り 」 の 判 定 結 果
が 規 定 回 数 （ レ ン ズ 異 常 判 定 回 数 「 3」 ） を 超 え な い 場 合 は （ 同 ス テ ッ プ S9） 、 撮 像 装 置
制 御 部 25が ワ イ パ ー 12を 起 動 す る こ と に よ り (同 ス テ ッ プ S10)、 レ ン ズ の 汚 れ を 落 と す が
、 上 記 の 規 定 回 数 を 超 え た 場 合 に は （ 同 ス テ ッ プ S9） 、 取 れ な い 汚 れ や 傷 等 で あ り 、 従 っ
て 「 レ ン ズ 異 常 」 と 汚 れ 判 定 部 24は 判 定 し (同 ス テ ッ プ S11)、 例 え ば セ ン タ 装 置 3に 対 し て
判 定 結 果 通 知 T3と し て レ ン ズ 異 常 通 知 を 送 る こ と に な る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 図 8の 例 で は 、 2値 化 値 “ 1” の 同 一 黒 領 域 は ６ 画 素 分 あ り 、 4枚 に 渡 っ て 存 在 し て い る 。
よ っ て 、 レ ン ズ の 汚 れ と 判 定 し 、 ワ イ パ ー を 5回 作 動 し て 汚 れ を 除 去 す る 。 こ の 処 理 を 3回
連 続 行 っ て も 「 汚 れ あ り 」 と 判 定 さ れ る 場 合 は 「 レ ン ズ 異 常 」 と 判 定 し 、 ネ ッ ト ワ ー ク 回
線 4を 介 し て セ ン タ 装 置 3に ア ラ ー ム を 上 げ る 。
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【 ０ ０ ４ ９ 】
　 セ ン タ 装 置 3で は こ の レ ン ズ 異 常 通 知 を 通 知 取 込 部 31か ら 通 知 表 示 部 32へ 送 り 、 例 え ば
レ ン ズ 異 常 を ユ ー ザ に 知 ら せ る こ と が で き る 。
（ 付 記 １ ）
　 撮 像 装 置 を ズ ー ム ア ウ ト 制 御 す る 第 1の ス テ ッ プ と 、
　 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白 領 域 に 変 換 す る 第 2の ス テ ッ プ と 、
　 該 黒 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 内 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場
合 、 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る 第 3の ス テ ッ プ と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
（ 付 記 ２ ） 付 記 １ に お い て 、
　 該 第 1の ス テ ッ プ で 、 ズ ー ム ア ウ ト 制 御 の 代 わ り に パ ン 又 は チ ル ト 制 御 を 行 う こ と を 特
徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
（ 付 記 ３ ） 付 記 １ に お い て 、
　 該 第 3の ス テ ッ プ で レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 し た と き 、 該 レ ン ズ の 汚 れ を 除 去 す る 第 4の
ス テ ッ プ を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
（ 付 記 ４ ） 付 記 １ に お い て 、
　 該 第 3の ス テ ッ プ で の 判 定 結 果 を セ ン タ 装 置 に 通 知 す る 第 5の ス テ ッ プ を さ ら に 備 え た こ
と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
（ 付 記 ５ ） 付 記 ３ に お い て 、
　 該 第 1か ら 4の ス テ ッ プ を 所 定 回 数 繰 り 返 し て も 依 然 と し て 該 第 3の ス テ ッ プ で レ ン ズ の
汚 れ 有 り と 判 定 し た と き 、 レ ン ズ 異 常 と 判 定 す る 第 6の ス テ ッ プ を さ ら に 備 え た こ と を 特
徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
（ 付 記 ６ ）
　 夜 間 用 LED照 明 を 撮 像 装 置 の レ ン ズ に 直 接 当 て る ス テ ッ プ と 、
　 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白 領 域 に 変 換 す る ス テ ッ プ と 、
　 該 白 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 の 同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合
、 レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
（ 付 記 ７ ） 付 記 １ か ら ６ の い ず れ か １ つ に お い て 、
　 該 レ ン ズ が 、 そ の 前 面 パ ネ ル を 含 む こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 。
（ 付 記 ８ ）
　 撮 像 装 置 と 、
　 該 撮 像 装 置 を ズ ー ム ア ウ ト 制 御 し 、 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白
領 域 に 変 換 す る と 共 に 、 該 黒 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 内 の
同 一 領 域 に 存 在 す る 場 合 、 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る 画 像 処 理 装 置 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
（ 付 記 ９ ） 付 記 ８ に お い て 、
　 該 画 像 処 理 装 置 が 、 ズ ー ム ア ウ ト 制 御 の 代 わ り に パ ン 又 は チ ル ト 制 御 を 行 う こ と を 特 徴
と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
（ 付 記 １ ０ ） 付 記 ８ に お い て 、
　 該 画 像 処 理 装 置 が 、 レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 し た と き 、 該 レ ン ズ の 汚 れ を 除 去 す る 手 段
を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
（ 付 記 １ １ ） 付 記 ８ に お い て 、
　 該 画 像 処 理 装 置 が 、 判 定 結 果 を セ ン タ 装 置 に 通 知 す る 手 段 を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と
す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
（ 付 記 １ ２ ） 付 記 １ ０ に お い て 、
　 該 画 像 処 理 装 置 が 、 該 レ ン ズ の 汚 れ を 除 去 す る ま で の 処 理 を 所 定 回 数 繰 り 返 し て も 依 然
と し て レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 し た と き 、 レ ン ズ 異 常 と 判 定 す る 手 段 を さ ら に 備 え た こ と
を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
（ 付 記 １ ３ ）
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　 撮 像 装 置 と 、
　 夜 間 用 LED照 明 と 、
　 該 撮 像 装 置 の レ ン ズ に 直 接 当 て 、 該 撮 像 装 置 か ら の 入 力 画 像 を 2値 化 し て 黒 領 域 と 白 領
域 に 変 換 す る と 共 に 、 該 白 領 域 が 汚 れ 領 域 画 素 数 以 上 で 規 定 枚 数 以 上 、 該 入 力 画 像 内 の 同
一 領 域 に 存 在 す る 場 合 、 レ ン ズ の 汚 れ 有 り と 判 定 す る 画 像 処 理 装 置 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
（ 付 記 １ ４ ） 付 記 ８ か ら １ ３ の い ず れ か １ つ に お い て 、
　 該 レ ン ズ が 、 そ の 前 面 パ ネ ル を 含 む こ と を 特 徴 と す る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 装 置 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ０ 】
【 図 １ 】 撮 像 装 置 が ズ ー ム 機 能 を 用 い た と き に レ ン ズ 汚 れ が 付 着 し て い な い 場 合 の ズ ー ム
イ ン 画 像 及 び ズ ー ム ア ウ ト 画 像 を 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 撮 像 装 置 が ズ ー ム 機 能 を 用 い た と き に レ ン ズ 汚 れ が 付 着 し て い る 場 合 の ズ ー ム イ
ン 画 像 及 び ズ ー ム ア ウ ト 画 像 を 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 撮 像 装 置 が パ ン /チ ル ト 機 能 を 用 い た と き に レ ン ズ 汚 れ が 付 着 し て い な い 場 合 の
ズ ー ム イ ン 画 像 及 び ズ ー ム ア ウ ト 画 像 を 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 撮 像 装 置 が パ ン /チ ル ト 機 能 を 用 い た と き に レ ン ズ 汚 れ が 付 着 し て い る 場 合 の ズ
ー ム イ ン 画 像 及 び ズ ー ム ア ウ ト 画 像 を 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 に 係 る レ ン ズ の 汚 れ 判 定 方 法 を 実 現 す る た め の 装 置 の 一 実 施 例 を 示 し た ブ
ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 5に 示 し た 画 像 処 理 装 置 の 動 作 例 を 示 し た フ ロ ー チ ャ ー ト 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 撮 像 装 置 で 撮 像 し た ズ ー ム ア ウ ト 画 像 を 2値 化 変 換 画 像 に 変 換 す る 例 を 示 し た 図
で あ る 。
【 図 ８ 】 2値 化 変 換 し て 保 存 し た 汚 れ 付 着 時 の 画 像 の 一 部 を 例 示 し た 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ １ 】
　 1　 撮 像 装 置
　 2　 画 像 処 理 装 置
　 3　 セ ン タ 装 置
　 4　 ネ ッ ト ワ ー ク 回 線
　 5,6　 物 体
　 11　 カ メ ラ
　 12　 ワ イ パ ー
　 13　 夜 間 照 明 用 LED
　 21　 画 像 取 込 部
　 22　 画 像 分 割 部
　 23　 演 算 画 像 格 納 部
　 24　 汚 れ 判 定 部
　 25　 撮 像 装 置 制 御 部
　 31　 数 値 取 込 部
　 32　 数 値 表 示 部
　 図 中 、 同 一 符 号 は 同 一 又 は 相 当 部 分 を 示 す 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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